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1 ．	はじめに

欧州特許出願をすると従来技術調査が行わ
れ，欧州サーチレポートが作成されます。2005
年にEESR制度が導入され，欧州サーチレポー

トと共に見解書が作成されるようになりました。
そして2010年の改正により，見解書に対する応
答義務が規定されました。欧州特許庁における
EESRの位置付けが変化してきたと言えます。
本稿では，2010年及びその後の改正内容を含む
EESR制度の全体像を解説し，あわせて実務上
のアドバイスについても説明します。
なお，欧州特許条約（European Patent Con-
vention：EPC）による特許出願は，以下の記
載においてEPC出願と称します。

2 ．	拡張欧州サーチレポート制度

2．1　拡張欧州サーチレポート

EPC出願が欧州特許庁にされると，方式審査
等の後，出願書類は調査部（Search Division）
に送られます。そして，調査部は，2005年に導
入されたEESR制度に基づいて，拡張欧州サー
チレポートを作成します。
拡張欧州サーチレポートは２つの部分から構
成されています。２つの部分とは，欧州サーチ
レポート（European search report）と，見解

　抄　録　2005年に導入されたEESR（Extended European Search Report：拡張欧州サーチレポー
ト）制度が2010年に改正されました。EESR制度改正前にあっては，EESRの見解書に応答する義務は
ありませんでしたが，改正後にあっては，否定的な見解書に対する応答義務が課されることになりま
した。この改正により，EESRは拒絶理由通知とほぼ同じものになったと言えます。本稿では2010年
改正を経たEESR制度の全容を説明すると共に，EESRを受領した出願人が取り得る措置及び留意点に
ついて説明します。
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拡張欧州サーチレポートとその対応について
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書（search opinion）です１）。
拡張欧州サーチレポートは，上記２つの部分

を含むことにより，当該EPC出願のクレーム等
がEPCに規定されている要件を具備するか否か
を出願人に提示します。また，当該EPC出願に
ついてなぜ有意義なサーチができなかったのか
を説明したり（規則63）２），どのクレームがサー
チの対象になったかを示します。調査部は有意
義なサーチができないと判断した場合，プレサー
チインヴィテーション（pre -search invitation）
という書面で，出願人に対して，サーチすべき
クレームについて意見を提出するよう求めま
す。出願人が意見を提出しない場合または調査
部が意見を受領・検討した後にあっても有意義
なサーチができない場合には，調査部はサーチ
が不可能であることを宣言するか，部分的欧州
サーチレポート（Partial European Search Re-
port）を作成します。その際，調査部は，クレ
ームの内容をサーチされた範囲に限定するよう
に要求します（規則62a）３）。
サーチの対象になったクレームの全てがEPC

に規定されている特許要件（新規性，進歩性，
産業上利用可能性，明確性，記載要件等）を満
たしたとしても，サーチの対象にならなかった
クレームが当該EPC出願に含まれているなら
ば，見解書の内容は否定的なものになります。
調査部は，部分的欧州サーチレポートを作成

した場合，出願人に対して，追加のサーチ料金
を支払うことにより追加のサーチを行うことが
可能であることを通知します（規則64）。
調査部が有意義なサーチができないと認定し

た場合，出願人は反論することができます（規
則63）。

2．2　欧州サーチレポート

欧州サーチレポートは，サーチレポート作成
時に欧州特許庁で入手できる文献を列挙しま
す。この文献は，実体審査において新規性及び

進歩性の有無を判断する際に用いられるもので
あり，引用文献毎に，どのクレームの新規性・
進歩性に関連する文献であるのかが明示されま
す。
欧州サーチレポートは，引用文献の公開日に
応じて引用文献を３つのグループに分けていま
す。３つのグループとは，当該EPC出願の優先
日以前に公開された文献のグループと，優先日
と出願日との間に公開された文献のグループ
と，出願日またはそれ以降に公開された文献の
グループです。
欧州サーチレポートに列挙される従来技術情
報は，公知文献の情報だけではありません。
EPC出願前に口頭により公開された情報や文献
公開以外の形で公知・公用になった情報につい
ても，欧州サーチレポートに記載されることに
なっています。この場合，公知になった日付が
明記されます。
欧州サーチレポートは，クレームに基づいて

作成されますが，その際，明細書及び図面も参
照されます。また，欧州サーチレポートは，手
続言語（英語，フランス語またはドイツ語）で
作成され，国際特許分類が明記されます。

2．3　見 解 書

2005年７月１日以降に出願されたEPC出願
（PCT出願は欧州域内移行日が基準）について
は，欧州サーチレポートに見解書が添付される
ようになりました。
見解書には，当該EPC出願がEPCに規定され

ている要件を満たしているかについての見解が
示されます。
調査部が，当該EPC出願がEPCに規定されて

いる要件を満たしていないと認定した場合，調
査部は見解書において当該認定事項を記載しま
す。調査部が記載する事項には，実体的な内容
のもの（例えば，進歩性欠如）もありますが，
方式的なもの（例えば，発明の名称が不適切な
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場合（規則41））もあります。
EPCでは，人間や動物の治療方法は特許対象
から除外されています（EPC53条）。しかし，
クレームが人間等の治療方法に関するものであ
っても，調査部がサーチを行っている時点で適
切な補正が可能であると認めると，調査部はサ
ーチを行います。
なお，欧州サーチレポートは出願公開と同時
に公開されますが，見解書は公開されません。

2．4　日本の特許制度との比較

EESR制度は日本の特許制度にはない制度で
す。EESR制度は，審査請求がなされる前に実
質的に実体審査を行うという変則的な制度です。
このような変則的なプラクティスが採用され
ている理由は，不要な審査請求を減少させるた
めであると言われています。同じようなプラク
ティスはPCTの国際調査制度に見られます。
PCTのフレームワークの幾つかは欧州特許庁が
主導して作っていますので，EPCのプラクティ
スを理解しようとするときに，PCTのプラクテ
ィスと比較してみるとよいでしょう。

3 ．		EESR制度の改正（2010年及び
2011年）

3．1　改正前のEESR制度の問題点

2010年改正前にあっては，出願人にはEESRに
応答する義務はありませんでした。2010年改正
前の規則44a（1）には見解書の性質が説明されて
おり，見解書はnon-bindingでnon-compulsory 
responseであると規定されていました。見解書
の内容は拘束力を持たず，見解書に対して回答
書（意見書・補正書）を提出することを強制さ
れないという意です。見解書の内容は拘束力を
持たず，見解書に対して回答書を提出するか否
かは出願人の任意とされていましたので，見解
書が届いても何の応答もしないという場合が多

かったと思われます。
出願人が見解書に応答しない場合には，EESR
と同じ内容のものが第１回のオフィスアクショ
ン（OA）として出願人に通知されていました。
EESRの内容と第１回のオフィスアクションの
内容が同じということは，欧州特許庁としては
実体審査の結果はEESRに示しているという立
場を取っていると言えます。
出願人が見解書に応答しない場合，EESRと

同じ内容のオフィスアクションを出願人に通知
するというプラクティスは，欧州特許庁にとっ
ては，２度同じオフィスアクションを出してい
ることになりますので，審査全体の流れを見る
と効率が良くないということになります。

3．2　改正のポイント

上記のような効率の悪いプラクティスを改善
すべく欧州特許庁は2010年に規則44ａを削除す
ると共に規則70aを新設しました。
規則70aには，欧州特許庁が出願人に対して，

審査請求期限までに（規則70）EESRに対して
意見を述べる機会を与えることと見解書で指摘
された明細書及びクレーム等に関する不備を解
消するよう求めることが規定されています。ま
た，規則70aには，もし出願人が欧州特許庁の
求めに応じない場合には，当該EPC出願は取り
下げられたものとみなすことも規定されていま
す。この規則70aにより，出願人はEESRに応
答することが義務付けられるようになったと言
えます。
EESRが出願人に送付される前に審査請求が
なされている（審査請求料の支払いも含む）場
合には，欧州特許庁は出願人に対して当該EPC
出願の手続を続行するか否かの意思表示をする
よう求めます（規則70（2））。また，欧州特許庁
はEESRに対して意見を述べる機会を与え，見
解書で指摘された明細書及びクレーム等に関す
る不備を解消するよう求めます。
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なお，EESRに応答しなくてもよい場合もあ
ります。それは，欧州サーチレポートに見解書
が添付されていない場合（3．3参照）と，欧州
サーチレポートの内容が肯定的な場合です。

3．3　見解書が添付されない場合

欧州サーチレポートが出願人に送付される前
に審査請求がなされ且つ規則70（2）の通知を受
け取る権利を放棄した場合には，欧州サーチレ
ポートのみが出願人に送付され，見解書は欧州
サーチレポートに添付されません。この場合，
審査部が見解書に代わるオフィスアクションを
作成して出願人に送付します。このオフィスア
クションに応答しない場合，当該EPC出願は取
り下げられたものとみなされます。

3．4　補正の時期

出願人は，欧州サーチレポートを受領する前
に，原則（特別に補正の機会が与えられなけれ
ば），明細書，クレーム及び図面を補正するこ
とはできません（規則137（1））。これは2010年
改正前と同じです。
出願人は，EESRを受領した後，所定期間内
においてのみ，明細書，クレーム及び図面を補
正することができます。所定期間とは規則70a
（1）または（2）に規定されているEESRへの応答
期間です。この時期的制限は2010年改正で変更
された点です。2010年改正前にあっては，欧州
サーチレポートを受領した後の補正の時期は特
に制限されていませんでしたので，「所定期間
においてのみ補正をすることができる」という
時期的制限はありませんでした。
EESR受領後の補正は出願人の自発的な意志
で行う補正と言うことができます。よって，
EESRの見解書が否定的であっても肯定的であ
っても，出願人は補正書と意見書を提出するこ
とができます。この補正の期間の後の補正は，
審査部からの同意無しに行うことはできません

（規則137（3））。

3．5　単一性との関係

EPCのプラクティスでは，１つのカテゴリに
１つの独立クレームだけを含むことが原則で
す。規則43（2）は，例外的に１つのカテゴリに
複数の独立クレームを含むことができる旨を規
定しています。規則43（2）に違反すれば単一性
無しという認定がなされます。
調査部が単一性無しという認定をする場合，
部分的欧州サーチレポートが発行されます。本
稿では，EESRを広義に解釈して部分的欧州サ
ーチレポートを含むものとして説明します。
2010年改正で追加された規則62a（1）により，
調査部が規則43（2）違反を見つけると，どのク
レームについてサーチすべきかを２ヶ月以内に
示すよう出願人に求めます。出願人がこの求め
に応じた場合，出願人が示した発明についてサ
ーチが行われます。出願人が応答しない場合，
各カテゴリの最初のクレームに基づいてサーチ
が行われます。
単一性違反の場合，調査部は出願人に対して
追加サーチ料金の支払いができる旨を伝えます
（規則64）。サーチされた範囲で権利化を望むの
であれば追加サーチ料金を支払わず，EESRに
応答すればよいことになります。単一性違反の
認定に反論したい場合は，EESRに応答する際
の意見書で出願人の見解を提示することができ
ます。将来の分割出願を見据えた上で追加サー
チ料金を支払うことも得策です。

4 ．	EESR受領後の対応

4．1　出願人が取り得る措置

すでに説明しましたが，2010年の改正により，
出願人にはEESRに応答する義務が課せられる
ようになりました。EESRへの応答期限は審査
請求をしていなければ，審査請求期限と同じで
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す（EESR公開後６ヶ月以内）。審査請求をし
ている場合には，審査続行の意思を表示する期
限と同じです。EESRに応答しない場合，出願
は取り下げられたものとみなされます。
EESRへの応答は，意見書のみを提出する，
意見書と補正書を提出する，または補正書のみ
を提出する，のいずれかです。意見書も補正書
も提出せずに審査官に面談等を求めるという行
為では，EESRに正しく応答したことにはなり
ません。
EESRの内容が否定的な場合には，出願人は
必ず意見書・補正書を提出しなければなりませ
ん。EESRの内容が肯定的な場合，出願人の意
思により意見書・補正書を提出することができ
ます。EESR受領後の補正は，強制的な補正と
自発的な補正を含んでいます。
EESRにおいて単一性が否定されている場

合，出願人は追加サーチ料金を支払うことによ
り，サーチの対象外となったクレームについて
のサーチをしてもらうことができます。単一性
の認定は，審査部による実体審査段階において
覆ることもあります。実体審査において単一性
違反の認定が覆った場合，追加サーチ料金は返
還されます（出願人からの返還請求が必要）（規
則64）。
EESR受領後の対応として，出願人は，単一

性がないと認定されているクレームについて分
割出願をすることができます（規則36）。分割
出願は親出願が欧州特許庁に係属している間に
することができます（2014年改正）。

4．2　実務上の留意点

EESRが否定的な内容の場合，出願人は必ず
EESRに応答しなければなりません。応答しなけ
れば出願が取り下げられたものとみなされます。
EESRが否定的でない場合にも出願人は補正
をすることができますので，調査部が見落とし
ている軽微な瑕疵を見つけたならば，自発的に

補正をする方がよいと思います。
EESRへの応答期間は延長することができませ

ん。但し，応答期間内にEESRに応答しないこと
により取り下げられたものとみなされた場合であ
っても，出願人は手続の続行（further process-
ing）を請求することができます（EPC121条，
規則135）。
欧州特許庁で早期に特許を取りたい場合には，
PACE（早期審査）を申請することをお勧めしま
す。PACEを申請すると，EPC出願からEESR
作成までの期間を短縮することができます。
PACEの代わりにPPHを申請することにより，
同様の期間短縮効果を得ることもできます。

4．3　EESRとその後のOAとの違い

EESRとその後のOAとの違いは，主に４点あ
ります。

（1）出願人からの回答の取り扱い
調査部はEESRを作成しますが，EESRに対
する出願人からの回答を審査することはありま
せん。出願人からの回答は，審査部によって審
査されます。審査部はオフィスアクションを作
成し，オフィスアクションに対する出願人から
の回答を審査します。

（2）OAの回数
出願人がEESRに対する回答をした場合，審
査部はオフィスアクションを必ず１回は出しま
す。出願人がオフィスアクションに対する回答
をした場合，審査部が第２回目のオフィスアク
ションを必ず出すとは言えません。

（3）サーチ範囲
調査部が従来技術をサーチする範囲と審査部
が従来技術をサーチする範囲は，異なる場合が
あります。例えば，調査部でトップアップサー
チ（top -up search）が終了していない場合，
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審査部における審査によりトップアップサーチ
が行われます。その結果，調査部（見解書）の
認定と審査部（オフィスアクション）の認定が
異なるものになるという場合があります。また，
情報提供により第三者から提供された従来技術
情報を考慮した結果，調査部の認定と審査部の
認定が異なるものになるという場合がありま
す。トップアップサーチとは，日本特許法第29
条の２に相当する文献（先出願後公開の文献）
を探すサーチです。

（4）電話協議及び面接審査
出願人が調査部（の審査官）と電話協議や面
接審査をしてほしいと希望しても，EESRの段
階では原則審査官との電話協議等はできませ
ん。審査官との電話協議等は，審査部における
審査において行われることになっています。
なお，2005年導入のBEST（Bringing Exami-

nation and Search Together）制度により，調
査部でEESRを行う人物と審査部で実体審査を
行う人物は原則同一になっています４）。

5 ．	PCTサーチレポートとの関係

日本の出願人がPCT出願をする場合，日本国
特許庁が国際調査機関になる場合と欧州特許庁
が国際調査機関になる場合があります。日本国
特許庁が国際調査機関になる場合，ヨーロッパ
域内段階移行すると欧州特許庁が補充サーチレ
ポートを作成します。欧州特許庁が国際調査機
関になる場合，欧州特許庁が国際調査報告
（ISR：International Search Report）と国際見
解書（ISO：International Search Opinion）を
作成します。

5．1　日本国特許庁が国際調査機関の場合

日本国特許庁が国際調査機関の場合，日本国
特許庁が作成したISRとISOが出願人に送付さ
れます。このPCT出願が欧州域内段階に移行す

ると，欧州特許庁は，まず，出願人に補正の機
会を与えます（規則161（2））。この補正は欧州
特許庁からの通知から６ヶ月以内に１度だけす
ることができます。この補正により，例えば，
クレームの数を20項から15項に減らすことがで
きます。補正がなされた場合，欧州特許庁は補
正後の内容に対して補充サーチレポートを作成
します。補充サーチレポートは上記において
EESRと称されていたものと同等であると考え
てよいと言えます。補充サーチレポートが否定
的な内容である場合，出願人は補充サーチレポ
ートに応答しなければなりません。応答しない
と，当該PCT出願は取り下げられたものとみな
されてしまいます。
なお，規則162（2）の通知が発行されると，出
願人がこれに応答した時期にかかわらず，応答
期間の６ヶ月が経過するまで実体審査は開始さ
れません（たとえ前述のPACEが申請されてい
ても）。
実体審査を早期に開始してほしい場合は，出

願人は規則161（2）の通知を受け取る権利を放棄
することができます。この場合，欧州特許庁は
欧州域内移行時のクレームに基づいて，補充サ
ーチレポート（Supplementary Search Report）
の作成を開始します。

5．2　欧州特許庁が国際調査機関の場合

国際調査機関の見解書（ISO）が否定的な内
容である場合，出願人は欧州特許庁からの通知
から６ヶ月以内に国際調査機関の見解書に応答
しなければなりません。出願人が応答しなけれ
ば，当該PCT出願は取り下げられたものとみな
されます（規則161）。
但し，国際調査機関の見解書が否定的なもの
であっても，出願人が国際予備審査請求をすれ
ば，当該見解書に応答する義務はなくなります。
この場合，国際予備審査機関（欧州特許庁）が
作成する国際予備審査報告が否定的なものであ
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るならば，出願人は国際予備審査報告に応答す
る義務があります。

6 ．	おわりに

欧州特許庁におけるプラクティスの中には独
自に発展を遂げてきたものがあります。EESR
制度はその１つと言えます。EESR制度は日本
の特許制度にはない制度なので，例えば，応答
する際にどの程度の対応をすれば良いのかが感
覚的に分らないこともあると思います。EESR
はオフィスアクションではないので，あまり真
剣に応答しなくてもよいのではないかという考
えも出てきます。例えば，EESRの応答として
補正はしなくてもよいと考えることもできます。
しかし，補正をしないと，審査期間が長くなっ
てしまいますので，早期に特許権を取得するた
めには得策ではないということになります。欧
州特許庁に支払い続ける出願維持年金も考慮し
なければなりません。EESRへの対処について

は，日本の特許制度の知識をベースに理解しよ
うとするのではなく，欧州特許制度の成り立ち
を十分理解した上で方針を決めるべきです。

注　記

 1） 欧州特許庁Guidelines for Examination
  https://www.epo.org/law-practice/legal - texts/

guidelines.html（参照日：2016. 02. 22）
 2） 欧州特許庁European Patent Convention
  https://www.epo.org/law-practice/legal - texts/

epc.html（参照日：2016. 02. 22）
 3） 日本特許庁「欧州特許庁　欧州特許付与に関す

る条約の施行規則」
  https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/

pdf/epo/jyouyaku_kisoku.pdf（参照日：2016. 02. 
22）

 4） 永岡重幸その他著，ヨーロッパ特許要点ガイド，
2012年発行，マスターリンク

（原稿受領日　2016年２月12日）
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